
サービス費用 

例えば 

「家族を信じて託すことが大切です」 

200,000円 
（公証役場費用・登記料・消費税は別途） 

● 父が祖父からアパートを相続した 

● 子どもは、長男一人（障がいあり） 

● このままいくと資産と長男の生活はどうなるのか？ 

家族信託なら 

父 50歳 母 48歳 長男 20歳(障がいあり) 

 

長男へ資産を継承できるが、後見制度だけで安心して生活できるのか？ 

 

or 

相続権のある
親戚 

国に寄贈 

委託者 
（所有者） 

受託者 
（名義人） 

母 48歳 長男 20歳 
(障がいあり) 

 

叔父  45歳 

信託契約 

 受益者 
(家賃受取人) 

父 50歳 

①長男の面倒を見てくれた 
 施設や団体へ寄付   
   ※社会福祉法人等 
 
②親族へ遺贈も可能。 
 

そんなとき家族信託で 

資産を信託しておくと… 

生活の安定と資産継承を 

親の代で決めることができます！ 


